
議案第１６号

（総  則）
第１条  令和５年度ひたちなか市水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）
第２条  業務の予定量は，次のとおりとする。

件
㎥
㎥

千円

（収益的収入及び支出）
第３条  収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収　入
　第１款　水道事業収益

第２項
第３項

支　出
　第１款  水道事業費

第１項
第２項
第３項
第89項

（資本的収入及び支出）
第４条  資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出
　額に対し不足する額　９０５，９０８千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調
　整額　１１８，５００千円，過年度分損益勘定留保資金　５５６，９７６千円，当年度分
　損益勘定留保資金　２３０，４３２千円で補てんするものとする。）

収　入
　第１款　資本的収入

第１項
第３項
第４項
第６項
第８項

支　出
　第１款  資本的支出

第１項
第４項
第８項
第98項

千円

国 庫 支 出 金 ２７４，３６８ 千円

１７，９５８，０００

ひたちなか市水道事業  事業費    

１９６，１７２ 千円

千円

建 設 改 良 費

１

令和５年度ひたちなか市水道事業会計予算

給 水 件 数
年 間 総 給 水 量
一 日 平 均 給 水 量

営 業 費 用

（１）

１，８５７，３２４

千円

（２）

３，６０９，２０３ 千円

（３）

営 業 収 益
３，８０５，３７６

（４）

営 業 外 費 用
特 別 損 失

企 業 債 償 還 金

予 備 費

工 事 分 担 金

第１項

固定資産売却代金

千円

２７０，６７９ 千円

特 別 利 益

国庫補助金返還金

７２，０００

４９，２００

３，３７９，６７５

３０，０００

千円

３０，０００

企 業 債
他 会 計 負 担 金

１，１６９，９００

予 備 費

主要な建設改良事業

２３，３８５

営 業 外 収 益

３，６８２，０８５

１，７０５，７８２

千円

２，６１１，６９０ 千円
１，８６５，０８２ 千円

千円

７１６，０６９ 千円
５３９

２３８，１０７
２２ 千円

千円

１，７３１ 千円
千円

千円

千円
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（継続費）

第５条  継続費の総額及び年割額は，次のとおりと定める。

（債務負担行為）

第６条  債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

（企業債）

第７条  起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

（一時借入金）
第８条  一時借入金の限度額は，６００,０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第９条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。
　 第１款　水道事業費

第１項
第２項

　政府資金又は地方公共
団体金融機構資金につい
ては，その融資条件によ
り，銀行その他の場合に
は，その債権者と協定す
るものとする。ただし，
企業財政の都合により，
据置期間及び償還期限を
短縮し，若しくは繰上げ
償還又は低利に借り換え
ることができる。

　５.０％以内
（ただし，利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及び
地方公共団体金融
機構資金につい
て，利率の見直し
を行った後におい
ては，当該見直し
後の利率)

償　還　の　方　法

限　　度　　額

１０２，３００千円令和５年度から令和６年度まで

普通貸借又

利　率限　度　額 起債の方法

事　　項

営 業 外 費 用

期　　間

営 業 費 用

１，１６９，９００千円
上 水 道 事 業

浄水場等運転業務委託

は証券発行
ひたちなか市

起債の目的

令和６年度 １０３，６５６千円

市毛地内配水幹線
更新事業
（その２）

１８５，７９０千円

款 項 事　業　名 総　　額 年　　度 年　　割　　額

１
資本的
支出

１
建設改
良費

市毛地内配水幹線
更新事業
（その３）

１２２，９８０千円
令和５年度 ２２，０００千円

令和６年度 １００，９８０千円

令和５年度 ８２，１３４千円

東石川・笹野町・
長堀町重要給水施
設配水管更新事業
（その１）

１５１，４６０千円
令和５年度 ５５，１６０千円

令和６年度 ９６，３００千円
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第１０条  次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又は
　それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

（１）
（２）

（他会計からの補助金）
第１１条  児童手当に要する経費として，一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，
　２，５５９千円である。

（たな卸資産の購入限度額）
第１２条  たな卸資産の購入限度額は，７２，０８１千円と定める。

令和５年　３月　１日  提出

ひ た ち な か 市 長 　大 　谷　　　　明

令和５年  　月　　日  議決

交 際 費
千円
千円

３６２，５６４
１００

職 員 給 与 費
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